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目的：保険代理店が「相続・事業承継支援の起点」となり、弁護士・税理士と適切に連携することで、
①顧客の希望実現、②資産の保全、③紛争・手続停滞の予防を図り、結果、質の高い保険提案に繋げる。
1. なぜ保険代理店が「専門家連携の起点」なのか
· 保険担当者は顧客と長期・継続的な関係を持ち、家族構成・資産状況・価値観を把握しやすい。
· 相続発生前から相談を受けやすく、金融機関窓口よりも実情に即した初期整理が可能。
· 専門家（弁護士・税理士）と連携することで、
· 顧客：希望どおりの承継・安心
· 専門家：適切な案件整理
· 代理店：保険の本来価値を活かした提案
という三方良しの構造が成立する。
2. 相続における生命保険の強みと限界
① 生命保険の主な利点
· 即時性：申請から給付までが早く、預金凍結・不動産手続きより迅速。
· 確実性：受取人固有の財産として指定相手に直接届く。
· 分割調整力：1円単位で調整可能、争いの予防に有効。
· 用途適合性：
· 生活保障・当座資金
· 納税資金
· 代償金・遺留分対策資金
※原則、遺産分割協議の対象外だが、保険比率が過度に高い場合は例外あり。

② 生命保険だけでは解決できない領域
· 分け方の確定（誰に・何を）：遺言が必須（弁護士領域）。
· 法定相続分と異なる配分：遺留分・感情面を含めた設計が必要。
· 税務全体設計：自社株評価・小規模宅地特例などは税理士の専門領域。
→ 結論：保険＋遺言＋税務の三点セット設計が不可欠
3. 遺言作成が特に重要となる家族・資産パターン
家族構成に関する典型例
· 再婚・連れ子世帯：紛争リスクが高く、遺言による配分指定が必須。
· 子のいない夫婦：兄弟姉妹が相続人となり、協議が煩雑化。
· 内縁・同性パートナー：法定相続権がなく、遺言がなければ承継不可。
· 就労困難な相続人、行方不明・海外在住の相続人：手続長期化リスク。
財産構成に関する典型例
· 事業承継（自社株）：共有回避・後継者集約が原則。代償金・納税資金対策が必須。
· 自宅のみ資産：分割困難。売却・共有・代償金の事前整理が重要。
· 複数不動産：取得調整・修繕負担・売却判断を生前に設計。
4. 税理士連携が必要となる判断軸
· 相続税課税割合は約9.9％だが、代理店顧客層では上振れ傾向。
· 納税は「10か月以内の金銭一括納付」が原則。
· 以下は税理士相談の典型トリガー：
· 中小企業オーナー（自社株評価）
· 収益不動産保有（評価・CF・修繕）
· 自宅＋5,000万円超の預金
· 現金不足のまま相続発生すると、不利な条件での資産売却を招く。

5. 実務としての専門家連携の進め方
顧客への案内方法
· 弁護士接続：
· 「作る・作らないは別として、一度無料相談で確認しませんか」
· 税理士接続：
· 「納税額や必要資金を一度試算してみませんか」
→ 判断は専門家に委ね、心理的ハードルを下げる言い方が重要
内部運用のポイント
· 連絡しやすい専門家をまず1名確保（LINE等）。
· 税理士→弁護士、またはその逆で一本化した窓口連携が効率的。

6. 決定事項・今後の対応
· 保険代理店は「相続・専門家相談の起点」となる方針を明確化。
· 相談推奨チェックリストを用い、優先顧客（事業承継・不動産偏重・再婚等）から着手。
· 代償金・納税資金・生活保障の3用途別に保険提案を標準化。
· 専門家との連携は「窓口一本化モデル」を採用。
